
　
３
月
中
旬
か
ら
４
月
上
旬
に
か

け
て
、
市
役
所
の
受
付
窓
口
が
大

変
混
み
合
い
ま
す
。
窓
口
の
混
雑

緩
和
と
、
日
中
に
来
庁
で
き
な
い

方
の
た
め
に
、
左
下
の
表
に
記
載

の
窓
口
の
受
付
時
間
を
延
長
し
ま

す
。

【
実
施
日
程
】
３
月
24
日
、
４
月

１
日
／
８
時
45
分
～
19
時

※
各
支
所
で
の
受
付
時
間
は
延
長

し
ま
せ
ん
。

※
戸
籍
な
ど
の
届
出
で
、
ほ
か
の

市
区
町
村
に
本
籍
や
住
所
な
ど
の

確
認
が
取
れ
な
い
と
き
は
、
受
付

の
み
と
な
り
ま
す
。

※
住
民
異
動
届
、
戸
籍
届
出
、
住

民
票
な
ど
の
証
明
書
の
交
付
申
請

を
す
る
と
き
は
、
窓
口
に
来
た
方

の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
（
代
理

の
と
き
は
、
代
理
人
の
本
人
確
認

書
類
の
提
示
と
委
任
状
の
提
出
）

が
必
要
で
す
。

※
転
入
・
転
居
届
で
住
所
が
変
更

と
な
る
方
、
戸
籍
届
出
で
氏
名
が


(24)
０
２
６
４

第２庁舎
１階1

戸
籍
住
民
課

戸
籍
住
民
係

(49)
２
０
５
５

■FAX

住
民
異
動
届
な
ど
の
受
付
時
間

《
19
時
ま
で
臨
時
延
長
》
し
ま
す

取扱業務 担当窓口
転出・転入などの住民
異動届、住民票の写し、
印鑑証明、戸籍に関す
る証明、所得課税証明、
納税証明書の交付　
※パスポートの申請は９
時～16 時 30 分、受取
は９時～17時。

戸籍住民課 (第２庁舎１階1)
(24)0264 (24)0264 ▪ＦＡＸ ((4949))20552055

マイナンバーカードの住
所変更（転入・転居など）
※マイナンバーカードの
住所変更以外（申請・交
付、電子証明書の更新
など）は８時 45分～
17時15分。

市民環境部主幹（個人番号カー市民環境部主幹（個人番号カー
ド担当）（第２庁舎１階ド担当）（第２庁舎１階1-6））
(24)0127(24)0127  ▪ＦＡＸ ((49)205549)2055

国民年金の資格取得・
喪失など

戸籍住民課(第２庁舎１階1-5)
(24)0267 (24)0267 ▪ＦＡＸ (49)(49)20552055

国民健康保険の資格取
得・喪失など

国保医療課 (第２庁舎１階2)
(24)0279 (24)0279 ▪ＦＡＸ ((2323))67006700

子ども・重度心身障が
い者・ひとり親等医療費
助成、後期高齢者医療
の資格取得・喪失など

国保医療課 (第２庁舎１階2)
(24)0289 (24)0289 ▪ＦＡＸ ((2323))67006700

介護保険の資格取得・
喪失など

高齢者支援課 (第２庁舎１階7)
(24)0297 (24)0297 ▪ＦＡＸ ((2323))67006700

身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉
手帳、自立支援医療受給
者証の住所変更など

障がい者支援課
(第２庁舎１階 6)
(24)0327 (24)0327 ▪ＦＡＸ ((2323))67006700

児童手当 ､児童扶養手
当の申請など

こども家庭課 (第２庁舎１階3)
(24)0328 (24)0328 ▪ＦＡＸ ((2323))67006700

小中学校の転入など 学校教育課 (第２庁舎2階10)
(24)0839(24)0839  ▪ＦＡＸ ((2727))37433743

日
、
窓
口
が
混
雑
し
て
い
る
と
き

日
、
窓
口
が
混
雑
し
て
い
る
と
き

に
も
ご
利
用
い
た
だ
け
る
の
で
大

に
も
ご
利
用
い
た
だ
け
る
の
で
大

変
便
利
で
す
。

変
便
利
で
す
。

【
受
け
取
り
可
能
な
証
明
書
】

【
受
け
取
り
可
能
な
証
明
書
】

①
住
民
票
の
写
し
（
市
に
住
民
登

①
住
民
票
の
写
し
（
市
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
本
人
お
よ
び
同
一

録
を
し
て
い
る
本
人
お
よ
び
同
一

世
帯
の
方
の
証
明
書
）

世
帯
の
方
の
証
明
書
）

②
印
鑑
登
録
証
明
書
（
市
に
印
鑑
登

②
印
鑑
登
録
証
明
書
（
市
に
印
鑑
登

録
を
し
て
い
る
本
人
の
証
明
書
）

録
を
し
て
い
る
本
人
の
証
明
書
）

③
所
得
課
税
証
明
書
（
市
に
住
民

③
所
得
課
税
証
明
書
（
市
に
住
民

登
録
お
よ
び
所
得
情
報
が
あ

登
録
お
よ
び
所
得
情
報
が
あ
る
本
る
本

人
の
現
年
度
分
の
証
明
書
）

人
の
現
年
度
分
の
証
明
書
）

④
戸
籍
謄
本
・
抄
本
（
市
に
本
籍

④
戸
籍
謄
本
・
抄
本
（
市
に
本
籍

が
あ
る
方
で
本
人
お
よ
び
同
一
戸

が
あ
る
方
で
本
人
お
よ
び
同
一
戸

籍
の
方
の
証
明
書
）

籍
の
方
の
証
明
書
）

⑤
戸
籍
の
附
票
の
写
し

⑤
戸
籍
の
附
票
の
写
し

【
利
用
可
能
店
舗
】

【
利
用
可
能
店
舗
】
セ
ブ
ン
・
イ
レ

セ
ブ
ン
・
イ
レ

ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト
、

マ
ー
ト
、
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
、
ミ

セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
、
ミ

ニ
ス
ト
ッ
プ
、
イ
オ
ン
北
海
道
、

ニ
ス
ト
ッ
プ
、
イ
オ
ン
北
海
道
、

サ
ッ
ポ
ロ
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
ー
、

サ
ッ
ポ
ロ
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
ー
、

ラ
ル
ズ
な
ど
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機

ラ
ル
ズ
な
ど
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機

設
置
店
舗

設
置
店
舗

【
利
用
可
能
時
間
】

【
利
用
可
能
時
間
】
６
時
６
時
3030
分
～
分
～

2323
時
（
年
末
年
始
を
除
く
）

時
（
年
末
年
始
を
除
く
）

※
戸
籍
謄
本
・
抄
本
お
よ
び
戸
籍

※
戸
籍
謄
本
・
抄
本
お
よ
び
戸
籍

附
票
の
写
し
は
、
平
日
９
時
～

附
票
の
写
し
は
、
平
日
９
時
～
1717

時
（
年
末
年
始
を
除
く
）。

時
（
年
末
年
始
を
除
く
）。

●
戸
籍
証
明
書
な
ど
の
広
域
交
付

が
で
き
ま
す

　
本
籍
地
以
外
の
市
区
町
村
窓
口

で
も
、
戸
籍
・
除
籍
謄
本
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
戸

籍
住
民
課
戸
籍
住
民
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
必
要
な
も
の
】

【
必
要
な
も
の
】
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド（
暗
証
番
号
の
入
力
あ
り
）

カ
ー
ド（
暗
証
番
号
の
入
力
あ
り
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
・
更
新
お
よ
び
各
種
変
更
手
続

付
・
更
新
お
よ
び
各
種
変
更
手
続

き
を
行
っ
た
方
は
、
翌
日
か
ら
利

き
を
行
っ
た
方
は
、
翌
日
か
ら
利

用
で
き
ま
す
。

用
で
き
ま
す
。

変
更
と
な
る
方
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
と
き
は
、カ
ー

ド
の
更
新
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
転

入
届
の
日
か
ら
90
日
以
内
に
更
新

し
な
い
と
、
カ
ー
ド
が
失
効
し
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

来
庁
せ
ず
に
で
き
る
便
利
な

来
庁
せ
ず
に
で
き
る
便
利
な

サ
ー
ビ
ス
を
ご
案
内
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
を
ご
案
内
し
ま
す
。

▼
郵
便
な
ど
に
よ
る
各
証
明
書
申

請
・
転
出
届

　
住
民
票
の
写
し
や
税
証
明
書
な
ど

住
民
票
の
写
し
や
税
証
明
書
な
ど

の
各
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
郵
便
で

の
各
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
郵
便
で

も
申
請
で
き
ま
す
。
転
出
届
に
つ
い

も
申
請
で
き
ま
す
。
転
出
届
に
つ
い

て
も
郵
便
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

て
も
郵
便
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

※
郵
便
申
請
の
詳
細
は
、
担
当
に
お

※
郵
便
申
請
の
詳
細
は
、
担
当
に
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
場
合
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ち
の
場
合
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
な
ど
で
次
の
証
明
書
を
受
け

ト
ア
な
ど
で
次
の
証
明
書
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
平
日
の

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
平
日
の

夜
間
や
土
日
祝
日
な
ど
の
閉
庁

夜
間
や
土
日
祝
日
な
ど
の
閉
庁

10広報ちとせ 令和７(2025) 年３月号11 広報ちとせ 令和７(2025) 年３月号

(
は
、
直
通
電
話
、　 

は
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
で
す
。

内
線
表
示
が
あ
る
と
き
、
夜
間
、
土
・
日
・
祝
日
、

12
月
29
日
～
１
月
３
日
は
、
市
役
所
の
代
表

(　
(24)
３
１
３
１
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

■FAX

市 役 所 か ら の お 知 ら せ

I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  Nトヒック T O P I C

。お 知 ら せ

お願い

支
笏
湖
で
動
力
船
を
使
い
釣
り
を

す
る
と
き
は
許
可
が
必
要
で
す

本庁舎
1階 12

(22)
８
８
５
１

■FAX 
(24)
０
３
８
１

観
光
課

水
産
振
興
係

【
乗
り
入
れ
の
条
件
】
左
の
解
禁

期
間
中
、
解
禁
区
域
内
（
下
の
図

❶
～
❸
）
で
釣
り
を
行
う
と
き

解禁期間
６
月
３
時
～
19
時
30
分

７
月
３
時
30
分
～
19
時
30
分

８
月
４
時
～
19
時

※
水
上
バ
イ
ク
な
ど
の
特
殊
小
型

船
舶
は
乗
り
入
れ
で
き
ま
せ
ん
。

※
湖
に
ボ
ー
ト
を
乗
り
入
れ
る
と

き
は
、
ボ
ー
ト
事
業
者
な
ど
の
斜

路
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
申
請
方
法
】
①
申
請
書
（
市
指
定

用
紙
）、
②
船
舶
検
査
証
書
の
写

し
、
③
船
舶
検
査
手
帳
の
写
し
、

④
小
型
船
舶
操
縦
免
許
証
の
写

し
、
⑤
船
体
写
真
（
全
体
を
撮
影

し
、
船
舶
番
号
な
ど
が
確
認
で
き

る
も
の
）、
⑥
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
書

類
が
入
る
角
２
封
筒
（
返
送
先
の

住
所
氏
名
を
明
記
し
、
１
８
０
円

切
手
を
貼
付
）
を
持
参
ま
た
は
郵
送

※
①
は
、
観
光
課
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可
。

※
②
③
④
は
、
船
舶
検
査
が
必
要

な
船
に
限
り
ま
す
。

※
申
請
は
、
毎
年
必
要
で
す
。

【
申
請
期
限
】
４
月
４
日
㈮ 

必
着

【
申
請
先
】
〒
066-

8686　
東
雲
町
２

丁
目
34　
千
歳
市 

観
光
ス
ポ
ー
ツ

部 

観
光
課 

水
産
振
興
係

※
許
可
証
は
、
５
月
下
旬
に
郵
送

す
る
予
定
で
す
。

　
自
衛
官
募
集
事
務
は
、
自
衛
隊

法
第
97
条
に
お
い
て
市
町
村
の
法

定
受
託
事
務
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
市
は
、
自
衛
隊
法
施
行
令
120

条
に
基
づ
く
、
防
衛
大
臣
か
ら
の

自
衛
官
お
よ
び
自
衛
官
候
補
生
の

募
集
対
象
者
に
関
す
る
情
報
提
供

依
頼
に
対
し
、
紙
媒
体
に
よ
る
提

供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
情
報
提
供
を
希
望
さ
れ
な
い
場

合
に
は
、
本
人
ま
た
は
保
護
者
が

「
除
外
申
請
書
」
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
、
自
衛
隊
に
提
供
す
る

名
簿
か
ら
削
除
し
ま
す
。

※
市
と
自
衛
隊
の
間
で
、
情
報
を

適
切
に
保
管
す
る
こ
と
、
募
集
事

務
以
外
の
用
途
で
使
用
し
な
い
こ

と
、
使
用
後
に
速
や
か
に
廃
棄
す

る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
覚
書
を
交

わ
し
、
個
人
情
報
の
厳
正
な
管
理

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
７
年
度
募
集
対
象
者
の
除

外
申
請
の
受
付

【
対
象
】
生
年
月
日
が
平
成
19
年
４

月
２
日
～
平
成
20
年
４
月
１
日
の

方
／
生
年
月
日
が
平
成
15
年
４
月

２
日
～
平
成
16
年
４
月
１
日
の
方

自
衛
官
募
集
に
関
す
る
募
集

対
象
者
情
報
の
提
供
に
つ
い
て本庁舎

２階24

(22)
８
８
５
２

■FAX 
(24)
０
１
４
７

危
機
管
理
課

渉
外
係

【
申
請
】
３
月
10
日
～
５
月
12
日

（
平
日
８
時
45
分
～
17
時
15
分
）／

除
外
申
請
書
を
窓
口
に
提
出
ま
た

は
郵
送　

※
申
請
書
類
等
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
入
手
可
。

※
郵
送
の
場
合
は
、
受
付
期
間
内

必
着
と
し
ま
す
。
ま
た
、
普
通
郵

便
で
も
受
付
可
能
で
す
が
、
個
人

情
報
を
含
ん
だ
資
料
を
郵
送
い
た

だ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
簡

易
書
留
の
利
用
を
推
奨
し
ま
す
。

【
必
要
書
類
】
①
対
象
者
本
人
が

申
請
す
る
場
合
／
除
外
申
請
書
、

対
象
者
本
人
の
本
人
確
認
書
類

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
旅
券
、
運

転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

②
対
象
者
の
法
定
代
理
人
（
父
母

な
ど
）
が
申
請
す
る
場
合
／
除
外

申
請
書
、
対
象
者
本
人
の
本
人
確

認
書
類
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
旅

券
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証

な
ど
）、
法
定
代
理
人
の
本
人
確

認
書
類
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
旅

券
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証

な
ど
）

※
同
一
世
帯
で
な
い
場
合
は
、
対

象
者
本
人
と
の
関
係
が
わ
か
る
書

類
（
戸
籍
謄
本
な
ど
）。

③
法
定
代
理
人
以
外
の
代
理
人
が

申
請
す
る
場
合
／
除
外
申
請
書
、

対
象
者
本
人
の
本
人
確
認
書
類

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
旅
券
、
運
転

免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）、
代

理
人
の
本
人
確
認
書
類
（
個
人
番

号
カ
ー
ド
、
旅
券
、
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
な
ど
）、
委
任
状

【
提
出
先
】
〒
066-

8686　
東
雲
町
２

丁
目
34　

千
歳
市 

総
務
部 

危
機

管
理
課 

渉
外
係

３
月
は
《
市
税
等
滞
納
整
理
強
化
月
間
》
で
す
。
市
民
税・道
民
税
、
固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
の
納
付
は
お
済
み
で
す
か
？
　
市
税
納
付
夜
間
相
談
日
は
31
日
㊊
（
18
時
～
20
時
）
で
す
。

くらし

認
定
こ
ど
も
園
・
認
可
保
育

所
な
ど
へ
の
年
度
途
中
入
園

こ
ど
も
政
策
課

保
育
係


(24)
０
３
４
０

(23)
６
７
０
０

■FAX

第２庁舎
１階３

　
２
号
認
定
・
３
号
認
定
で
認
定
こ

ど
も
園
・
認
可
保
育
所
な
ど
へ
年
度

途
中
入
園
を
希
望
さ
れ
る
場
合
の
受

付
期
間
を
、
令
和
７
年
４
月
16
日
の

利
用
調
整
分
か
ら
変
更
し
ま
す
。

※
利
用
調
整
は
毎
月
１
日
と
16
日

に
行
い
ま
す
。

【
申
請
受
付
期
間
】

（
変
更
前
）
利
用
希
望
日
の
２
か
月

前
か
ら
14
日
前
ま
で

（
変
更
後
）
利
用
希
望
日
の
３
か
月

前
か
ら
１
か
月
前
ま
で

千
歳
市
議
会
議
員
選
挙
に

関
す
る
お
知
ら
せ

選
挙
課

管
理
係


(24)
０
７
９
４

(42)
２
７
２
７

■FAX

本庁舎
地下１階

▼
千
歳
市
議
会
議
員
選
挙
執
行

　

任
期
満
了
に
と
も
な
う
千
歳
市

議
会
議
員
選
挙
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

【
告
示
日
】
５
月
18
日
㈰

【
投
票
日
】
５
月
25
日
㈰

▼
千
歳
市
議
会
議
員
選
挙
立
候
補

予
定
者
説
明
会
開
催
の
お
知
ら
せ

　

５
月
25
日
㈰
執
行
の
市
議
会
議

員
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
予
定
者

を
対
象
に
、
立
候
補
の
手
続
き
お

よ
び
公
費
負
担
制
度
に
つ
い
て
の

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
対
象
】
千
歳
市
議
会
議
員
選
挙

立
候
補
予
定
者
な
ど

※
出
席
者
は
１
立
候
補
予
定
者
に

つ
き
、
３
人
以
内
と
し
ま
す
。

【
と
き
】
４
月
18
日
㈮
14
時
30
分

【
と
こ
ろ
】
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

402
号

※
説
明
会
資
料
と
立
候
補
届
出
書

な
ど
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
、
４

月
２
日
㈬
か
ら
事
前
配
付
し
ま
す

の
で
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
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制度

令
和
７
年
度
の
固
定
資
産
税・

都
市
計
画
税
に
つ
い
て

第 2庁舎１階 4

(49)
２
０
５
６


(24)
０
１
６
２

土
地
係

家
屋
係

《
共
通
》

税務課


(24)
０
１
６
８

■FAX

▼
納
税
通
知
書
の
発
送
時
期

　

令
和
７
年
度
の
納
税
通
知
書
は

５
月
９
日
㈮
ご
ろ
の
発
送
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
第
１
期
の
納
期
ま

で
に
届
か
な
い
と
き
は
、
税
務
課

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
期

第
１
期
：
５
月
16
日
～
６
月
２
日

第
２
期
：
７
月
16
日
～
31
日

第
３
期
：
９
月
16
日
～
30
日

第
４
期
：
11
月
16
日
～
12
月
１
日

※
市
税
の
納
付
は
、
便
利
で
確
実

な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

４
月
10
日
㈭
ま
で
に
金
融
機
関
ま

た
は
市
で
申
し
込
み
を
し
た
方
は
、

第
１
期
分
か
ら
口
座
振
替
と
な
り

ま
す
。

▼
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
、
納

税
通
知
書
の
送
付
前
に
、
市
内
の

土
地
・
家
屋
の
価
格
を
帳
簿
で
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
価
格

は
、
市
が
地
方
税
法
に
も
と
づ
き
評

価
・
決
定
し
た
令
和
７
年
度
の
固
定

資
産
税
上
の
価
格
で
す
。（
一
般
の

市
場
価
格
と
は
異
な
り
ま
す
。）

【
縦
覧
期
間
】
４
月
１
日
～
６
月
２

日
（
平
日
８
時
45
分
～
17
時
15
分
）

【
縦
覧
場
所
】
税
務
課
土
地
係
、家

屋
係

※
縦
覧
に
は
、
本
人
確
認
書
類
の

提
示
（
代
理
の
と
き
は
、
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
と
委
任

状
の
提
出
）
が
必
要
で
す
。

児
童
手
当
、児
童
扶
養
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

こ
ど
も
家
庭
課

こ
ど
も
家
庭
係

(24)
０
３
２
８

(23)
６
７
０
０

■FAX

第２庁舎
１階３

▼
児
童
手
当

【
対
象
】
高
校
修
了
前
（
18
歳
到
達

後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方

※
お
子
さ
ん
が
出
生
し
た
と
き
や
市

外
か
ら
転
入
し
た
と
き
、
公
務
員
を

退
職
し
た
と
き
は
申
請
が
必
要
で
す
。

【
支
給
額
（
月
額
）】
３
歳
未
満
／

１
万
５
千
円
、
３
歳
以
上
高
校
修

了
前
／
１
万
円
（
第
３
子
以
降
は

３
万
円
）

【
申
請
方
法
】
受
給
者
名
義
の
通

帳
、
受
給
者
と
配
偶
者
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
持
参
し
て
こ
ど
も
家
庭

課
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
し

ま
す
。
出
生
日
な
ど
が
月
末
に
近

く
、
翌
月
に
な
っ
て
申
請
し
た
と

き
は
、
申
請
日
が
《
出
生
日
な
ど

の
翌
日
か
ら
15
日
以
内
》

で
あ
れ
ば
、
申
請
月
分

か
ら
支
給
し
ま
す
。

《
令
和
７
年
３
月
末
に
「
18
歳
年
度

末
を
迎
え
る
子
」
も
し
く
は
「
専

門
学
校
等
を
卒
業
予
定
の
22
歳
年

度
末
ま
で
の
子
」
が
い
る
方
へ
》

●「
算
定
対
象
児
童
が
３
人
以
上
」

か
つ
、
引
き
続
き
令
和
７
年
４
月

以
降
も
児
童
手
当
受
給
者
の
監
護

下
に
あ
る
場
合
、「
監
護
相
当
・

生
計
費
の
負
担
に
つ
い
て
の
確
認

書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
３
月
上
旬
に
、
対
象
と
な
る
可

能
性
の
あ
る
受
給
者
の
方
に
「
監

護
相
当
・
生
計
費
の
負
担
に
つ
い

て
の
確
認
書
」を
お
送
り
し
ま
す
。

４
月
以
降
も
監
護
に
相
当
す
る
日

常
生
活
上
の
世
話
お
よ
び
必
要
な

保
護
を
し
、
生
計
費
の
相
当
部
分

の
負
担
を
し
て
い
る
事
実
が
あ
れ

ば
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出

が
な
い
と
、「
子
ど
も
の
数
の
カ

ウ
ン
ト
対
象
」
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、制
度
改
正
後
す
で
に「
監

護
相
当
・
生
計
費
の
負
担
に
つ
い

て
の
確
認
書
」
を
提
出
さ
れ
て
い

る
方
で
も
、
高
等
専
門
学
校
、
専

門
学
校
な
ど
、
お
子
さ
ん
が
22
歳

に
な
る
前
に
卒
業
・
修
了
と
な
る

学
校
に
在
学
さ
れ
て
お
り
、
上
記

に
該
当
す
る
場
合
に
は
再
提
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
】
父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父

ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
ひ
と
り
親
家
庭
で
、
18
歳

ま
で
（
18
歳
到
達
後
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
、
心
身
に
一
定
の
障
が

い
が
あ
る
児
童
は
、
20
歳
未
満
ま

で
）
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

【
支
給
額（
月
額
）】
児
童
１
人
目
／

４
万
５
５
０
０
円
～
１
万
７
４
０
円
、

児
童
２
人
目
以
降
／
１
万
７
５
０
円
～

５
３
８
０
円

※
所
得
に
よ
り
支
給
額
が
変
わ
り

ま
す
。
ま
た
、
所
得
制
限
の
限
度

千
歳
こ
ど
も
デ
イ
ケ
ア

ル
ー
ム
が
移
転
し
ま
す

こ
ど
も
政
策
課

保
育
係


(24)
０
３
４
０

(23)
６
７
０
０

■FAX

第２庁舎
１階３

　
４
月
１
日
か
ら
、
現
在
地
（
市

民
病
院
敷
地
内
）
か
ら
大
和
４
丁

目
３

－

11
（
ケ
ア
ハ
ウ
ス
「
千
歳

ふ
く
ろ
う
の
園
」
敷
地
内
の
指
宿

公
園
側
）
に
移
転
し
ま
す
。

　
移
転
後
の
名
称
を
「
千
歳
こ
ど

も
デ
イ
ケ
ア
ル
ー
ム
大
和　
ふ
く

ろ
う
の
森
」
と
変
更
し
、
受
け
入

れ
可
能
な
最
大
定
員
を
現
在
の
３

人
か
ら
５
人
に
拡
大
し
ま
す
。

※
移
転
に
伴
い
３
月
28
日
～
31
日

は
臨
時
休
所
い
た
し
ま
す
。

※
予
約
電
話
番
号（　
(26)
７
７
２
１
）、

利
用
方
法
に
つ
い
て
は
変
更
あ
り

ま
せ
ん
。

※
入
口
は
指
宿
公
園
側
に
あ
り
ま

す
（
み
ど
り
の
保
育
園
入
口
横
の

駐
車
場
側
）。



事
業
系
一
般
廃
棄
物
処
理

手
数
料
等
の
改
定
説
明
会

廃
棄
物
対
策
課

廃
棄
物
対
策
係

(23)
２
１
１
０

(23)
２
４
９
２

■FAX

環境
センター

　
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
「
事
業

系
一
般
廃
棄
物
処
理
手
数
料
・
し
尿

処
理
手
数
料
等
」
を
改
定
し
ま
す
。

　
廃
棄
物
の
処
理
経
費
と
現
行
の

処
理
手
数
料
な
ど
の
格
差
是
正
、

受
益
者
負
担
の
適
正
化
な
ど
を
目

的
と
し
て
お
り
、
市
民
お
よ
び
市

内
事
業
者
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
、

こ
の
改
定
に
関
す
る
説
明
会
を
行

い
ま
す
。

【
と
き
】
３
月
24
日
㈪
／
第
１
部
：

14
時
か
ら
１
時
間
程
度
、第
２
部
：

18
時
か
ら
１
時
間
程
度

【
と
こ
ろ
】
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

402
号
室

額
を
超
過
し
た
と
き
は
支
給
停
止

と
な
り
ま
す
。

※
申
請
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
こ

ど
も
家
庭
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
】
心
身
に
一
定
の
障
が
い

の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方

【
支
給
額
（
月
額
）】

１
級
／
５
万
５
３
５
０
円

２
級
／
３
万
６
８
６
０
円

※
所
得
制
限
の
限
度
額
を
超
過
し

た
と
き
は
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
、
こ
ど
も
家
庭
課
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
度
奨
学
生
を

募
集
し
ま
す

第２庁舎
２階10

(27)
３
７
４
３

■FAX 
(24)
０
８
１
９

企
画
総
務
課

総
務
係

　

学
習
す
る
意
欲
、
能
力
が
あ
り

な
が
ら
、
経
済
的
な
理
由
で
修
学

が
困
難
な
学
生
・
生
徒
に
対
し
、

奨
学
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
資
格
】
①
～
⑥
の
全
て
の
条
件

に
該
当
す
る
方
／
①
市
内
に
住
民

登
録
が
あ
る
方（
保
護
者
が
住
民

登
録
の
あ
る
方
を
含
む
）②
左
の

表
の
対
象
の
方
③
学
資
に
乏
し
い

方
④
学
業
が
優
良
な
方
⑤
素
行
が

善
良
で
あ
る
方
⑥
健
康
体
で
修
学

可
能
な
方

【
支
給
期
間
】
４
月
か
ら
１
年
間

【
受
付
期
間
】
４
月
25
日
～
６
月

10
日
（
願
書
の
配
布
は
教
育
委
員

会
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
）

【
提
出
先
】
市
教
育
委
員
会 

企
画

総
務
課 

総
務
係

※
人
数
は
、
出
願
状
況
な
ど
に
よ

り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対　象 金　額 人 数

高校生
月額  

7,000円
以内

85人
(予定）

高等専門学校生
(１年生から３年生)
専修学校生(修業年限が
３年以上の高等課程 )
大学生(短期大学含む)

月額
10,000円
以内

105人
(予定）

高等専門学校生
(４年生、５年生、専攻科)  
専修学校生(修業年限が
２年以上の専門課程 )

見る
学ぶ

　
市
内
の
保
育
に
関
す
る
情
報
を

ご
説
明
し
ま
す
。

　

保
育
士
の
資
格
を
お
持
ち
の

方
、
保
育
の
仕
事
を
し
て
み
た
い

方
、
保
育
を
す
る
先
生
た
ち
を
サ

ポ
ー
ト
し
た
い
方
な
ど
、
資
格
が

な
い
方
も
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

短
い
時
間
で
の
勤
務
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

【
内
容
】
市
内
の
保
育
施
設
の
業

務
内
容
・
待
遇
（
求
人
が
出
て
い

る
園
・
就
労
内
容
・
就
労
時
間
・

賃
金
・
諸
手
当
・
休
暇
・
保
険
な

ど
）、
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
人

向
け
の
求
人
に
つ
い
て

【
と
き
】
４
月
17
日
㈭
／
１
部
：

10
時
～
10
時
40
分
、２
部
：
14
時
～

14
時
40
分　

※
終
了
後
、
希
望
者
に
は
個
人
面

談
を
行
い
ま
す
。

【
と
こ
ろ
】
市
役
所
第
２
庁
舎
会

議
室
２

【
申
込
】
４
月
16
日
㈬
ま

で
／
次
の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら

※
就
職
に
関
す
る
不
安
や
疑
問
な

ど
、お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

千
歳
市
保
育
の
お
仕
事

説
明
会

こ
ど
も
政
策
課

こ
ど
も
政
策
係

(24)
０
３
４
１

(23)
６
７
０
０

■FAX

第２庁舎
1階３

新たに帯状疱疹ワクチンの定期接種を始めます

対象者

千歳市民のうち、①年度内に 65 歳を迎える方、② 60 ～ 64 歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方（身体障害者手帳１級の方）、③ 66 歳以上の方は、令和７
年度から５年間の経過措置として、その年度内に 70、75、80、85、90、95、100 歳になる方も対象となります。
※ 100 歳以上の方は、令和７年度に限り全員対象となります。※対象者には、案内を送付します。

接種期間 令和７年４月１日～令和８年３月 31 日
実施場所 市内指定医療機関　※個別の案内および市ホームページなどでお知らせします。

種類と
接種回数

生ワクチンと組換えワクチン（不活化ワクチン）の２種類があり、希望する方を接種できます。いずれの
ワクチンも予防効果が認められていますが、接種回数や効果、持続期間などの特徴に違いがありますので、
必ず医師にご相談ください。

（１）生ワクチン：１回接種（病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。）
（２）組換えワクチン（不活化ワクチン）：２回接種（２か月間隔）

自己負担金 （１）生ワクチン：2,660 円、（２）組換えワクチン（不活化ワクチン）：6,620 円×２回　※対象のうち生活保護世帯は無料。

【担当】 母子保健課 予防接種係 ((24)3148  ▪ＦＡＸ (24)8418

※入院中や施設に入所中などのため、他市町村で接種を希望する場合は事前にご相談ください。

公募
【担当】 商業労働課 商業振興係 ((24)0598  ▪ＦＡＸ (22)8851

食品や光熱費などの物価高が続いていることから、市民生活の支援や地域経済の活性化を図る
ため、全市民を対象とした「ちとせ市民応援商品券 2025」を発行します。参加店舗（商品券を
利用できる店舗）となるには事前登録が必要となります。皆さんのご参加をお待ちしています。

【対象事業者】　市内で小売・飲食・サービス・建設業などを営む事業者
【申 込 期 限】　４月８日㈫　 ※期限後も受け付けますが、商品券に同封する「参加店舗一覧」には掲載されません。
【申 込 方 法】　登録申請書・誓約書を持参、郵送、FAX、E メール、二次元コードのいずれかで申し込み
【参 加 経 費】　無料（換金手数料・振込手数料の負担はありません）
【詳細・申込】    千歳商工会議所　((23) ２１７５　▪ＦＡＸ (22) ２１２２　E メール shokou@chitose-cci.or.jp

● 商品券：１人につき１冊５０００円（配付）、利用期間：令和７年７月 14 日～ 11 月 30 日

ちとせ市民応援商品券 2025 参加店舗募集

４月１日から帯状疱疹ワクチンの定期接種を開始します。帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスが原因で起こ
り、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多く集まって帯状に生じる皮膚の病気で、帯状疱疹後神経痛などの合併症
を引き起こすこともあります。

施設
所在地
道道支笏湖公園線

入口
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【
第
２
庁
舎
１
階
２
】

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（24）
０
２
７
９

　
　

           

　

　 

（23）
６
７
０
０

国
保
医
療
課

国
保
料
係

FAX

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
る

国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て

　
保
険
料
は
、
次
の
す
べ
て
の

条
件
に
あ
て
は
ま
る
と
き
、
原

則
と
し
て
受
給
さ
れ
て
い
る
公

的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引

き
）
さ
れ
ま
す
。

●
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て

い
る
世
帯

●
世
帯
内
で
国
保
に
加
入
し
て

い
る
方
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳

未
満
で
あ
る
世
帯

●
年
金
受
給
額
が
年
間
18
万
円

以
上
の
世
帯

●
国
保
料
と
介
護
保
険
料
の
合

算
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の

１
を
超
え
な
い
世
帯

納
め
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

国
民
健
康
保
険
料
と

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

【
採
用
予
定
】
随
時

※
➋
の
身
分
は
会
計
年
度
任
用
職

員
（
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
）
で

す
。
年
２
回
の
期
末
・
勤
勉
手
当

あ
り
。

【
試
験
方
法
】
➊
性
格
適
性
検
査
・

小
論
文
・
個
別
面
接
、
➋
面
接

【
試
験
日
程
】
随
時

【
会
場
】
市
民
病
院

【
申
込
】
➊
随
時
／
申
込
書
類
を

持
参
ま
た
は
簡
易
書
留
で
郵
送
、

➋
随
時
／
事
前
に
連
絡
し
申
込
書

類
を
持
参

〒
066-

8550　
北
光
２
丁
目
１ -  

１

市
立
千
歳
市
民
病
院 

事
務
局 

総

務
課 

総
務
係

市
民
病
院
の

職
員
募
集

市
民
病
院
事
務
局

総
務
課
総
務
係

(24)
３
０
０
０

市民病
院２階

内線 8233

■FAX
(24)
３
０
０
５

職種／採用予定人員 勤 務 時 間 給 料 ( 月 額 )

➋看護助手／若干名
6:00 ～ 21:00　内７時間勤務
シフト制
※配属先により始業時間変更あり。

184,619 円 ～ 203,767 円
  ※�資格・経験不問。（介護福祉士や

ホームヘルパーなどの資格をお
持ちの方は、賃金を加算します）

職種／
採用予定人員 受 験 資 格 給料

※採用前の経験などに応じて加算あり。

➊助産師／
　若干名

▶�昭和 50 年４月２日以降に生まれた方で、助産師免
許および５年以上の助産経験を有し、夜勤 ( ２交代
勤務または３交代勤務 ) が可能な方

実務経験年数　５年の場合
大学４卒者 282,800 円
短大３卒者 277,600 円

※原則、採用後に市内居住が可能な方が対象です。

大型ごみは、ごみステーショ
ンに出せません！

廃棄物対策課 廃棄物対策係
((23)2110   ▪ＦＡＸ (23)2492

　大型ごみは、電話申し込み
による戸別有料収集です。申
し込みは、土・日・祝日、年
末年始（12 月29 日から１月
３日）を除く収集日の２日前
まで、地区ごとに収集日が決
まっています。
受付時間：８時 30 分～17 時
　(23)2685（受付専用）
▪ＦＡＸ  (26)0023

１．電話申し込み時にお名前、
住所、電話番号、出すごみ
の品目と個数、出す場所を
お聞きします。
２．大型ごみは、長さ２ｍ
以内、重さ 100kg 以下の、
家庭から出るごみで、一個
300 円です。
３．大型ごみ処理手数料シー
ルは、小売店・スーパー・コ
ンビニなどのレジで、必要枚
数を購入してください。
４．収集日の朝８時 30 分
までにシールを貼って、受付
のときに指定された場所に
出してください。※収集時に
立ち会う必要はありません。

3
月の

ご
み
減

量・リサイク

ル
標
語

リサイクル　未来へバトン
　つなごうよ

池
いけがめ

亀　学
がく

 さんの作品

こわれても　生まれかわって
　リサイクル

渡
わたなべ

邊　琉
こはく

 さんの作品

職員
募集

収
納
推
進
員
（
会
計
年
度
任

用
職
員
）
を
募
集

納
税
課

納
税
係


(24)
０
１
６
９

(49)
２
０
５
６

■FAX

第２庁舎
１階４

【
任
期
・
人
員
】
令
和
７
年
６
月

中
旬
～
令
和
７
年
９
月
中
旬
／
40

人【勤
務
内
容
】
プ
ー
ル
の
清
掃
や

監
視
、
水
質
管
理
な
ど

【
勤
務
場
所
】
青
葉
、北
栄
、北
斗
、

信
濃
、
北
陽
、
日
の
出
、
末
広
、

向
陽
台
、
駒
里
、
東
の
各
プ
ー
ル

【
勤
務
体
制
】
午
前
午
後
と
も
に

２
人
／
お
盆
休
み
（
８
月
13
日
～

16
日
）：
休
日

※
週
４
日
程
度
の
勤
務
。

※
募
集
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
、

開
設
日
を
制
限
し
ま
す
。

【
勤
務
時
間
】
８
時
45
分
～
17
時

15
分
の
中
で
シ
フ
ト
勤
務

【
報
酬
】
時
給
１
１
８
３
円
～

１
２
５
４
円 

※
通
勤
費
別
途
支
給
。

【
申
込
方
法
】
履
歴
書
（
市
指
定

用
紙
）
を
持
参

※
履
歴
書
は
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
で

配
布
し
ま
す
。

【
申
込
期
限
】
４
月
11
日
㈮

市
営
・
学
校
水
泳
プ
ー
ル

管
理
補
助
員
を
募
集

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

ス
ポ
ー
ツ
施
設
係

(24)
０
８
５
５

(22)
８
８
５
１

■FAX

本庁舎
１階13

【
募
集
職
種
・
任
期
・
人
員
】
収

納
推
進
員
Ａ
／
令
和
７
年
７
月
１

日
～
令
和
７
年
12
月
31
日
／
１
人

【
勤
務
内
容
】
市
税
の
電
話
催
告

業
務
、
市
税
の
収
納
推
進
事
務
お

よ
び
納
付
調
査
、
督
励
、
収
納
、

納
付
指
導
補
助

【
応
募
資
格
】
パ
ソ
コ
ン
の
基
本

操
作
が
可
能
な
方
／
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
業
務
の
経
験
が
あ
る
方

【
勤
務
場
所
】
市
役
所
第
２
庁
舎

【
勤
務
形
態
】
㈪
～
㈮
の
５
日
間
／

週
29
時
間
（
１
日
約
５
時
間
～
６

時
間
勤
務
）

【
報
酬
】
月
額
17
万
３
２
５
１
円
～

18
万
２
１
５
７
円

【
申
込
方
法
】
申
込
書
（
市
指
定

用
紙
）
を
持
参
ま
た
は
郵
送

【
申
込
期
限
】
３
月
31
日
㈪

※
郵
送
は
簡
易
書
留
で
同
日
必
着
。

【
選
考
方
法
】
面
接
あ
り
／
日
程

は
後
日
連
絡

《大型ごみ》の出し方

大型ごみを出すまでの流れ
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